
船舶事故調査報告書 

令和７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年４月１７日 ０５時３４分頃 

発生場所 沖縄県座間味
ざ ま み

村座間味島北方沖 

 牛ノ島灯台から真方位３２２°３.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２６°１６.７′ 東経１２７°１７.４′） 

事故の概要  漁業取締船はやては、漂泊中、また、漁船瑞祥
ずいしょう

丸は、漂泊中、両

船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年４月２２日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁業取締船 はやて、６１トン 

   １３３７６９、沖縄県 

Ｂ 漁船 瑞祥丸、４.５トン 

   ＯＮ３－３４００５０、個人所有 

   第２９６－２１４４９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷後部ハンドレールの損傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時０６分頃、常用薄明開始時刻：０５時４２分頃 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、沖縄県慶良間
け ら ま

列島周辺海域に

おいて、密漁取締業務に従事していた。 

 Ａ船は、法定灯火を表示し、レーダー、ＡＩＳ、電子海図情報表示

装置及びＧＰＳプロッターを作動させ、船長Ａが見張り担当として機

関長と共に当直に当たっていた。 

Ａ船は、航走による監視を終え、座間味島北方沖において主機を停

止し、船首を南方に向けて漂泊による監視を始めた。 

Ａ船は、南寄りの風を受けて約１ノットの対地速力で北方に流され

る中、船長Ａが、舵輪後方の椅子に腰を掛けて船首方を見ていたとこ

ろ、何かが擦れるような音を聞くとともに、トイレから戻って来た機

関長からＡ船の右舷側とＢ船の右舷側とが衝突したとの報告を受け

た。 

 船長Ａは、船長Ｂの無事を確認した後、海上保安庁に本事故の発生

を通報した。 



 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、座間味島北方沖において底はえ

縄漁の投縄を終え、揚縄の開始時刻まで漂泊して待機することとし

た。 

 船長Ｂは、主機を中立とし、ＡＩＳ及びＧＰＳプロッターを作動さ

せ、操舵室右舷側後部の椅子に腰を掛けて左舷方を向いていた。 

 Ｂ船は、南寄りの風を受けて北方に流されながら漂泊中、船長Ｂ

が、背後で何かがぶつかる音を聞いて振り返ったところ、Ａ船の右舷

側が見え、Ａ船と衝突したことを知った。 

 船長Ｂは、Ａ船の乗組員と互いの無事を確認した。 

 船長Ａによれば、本事故当時の状況は、次のとおりであった。 

 (1) 船長Ａは、漂泊による監視を始めた時から、周辺に密漁船は

いないと思い、レーダー等の航海計器を見ていなかった。 

(2) 船長Ａは、密漁船が現れるとすれば陸岸付近であろうと思

い、座間味島のある南方を見続けていた。 

(3) Ａ船は、密漁取締中であったので、ＡＩＳデータの発信を停

止していた。 

(4) Ａ船は、衝突時の状況から、Ｂ船よりも速い速度で北方に流

されていたと思う。 

船長Ｂによれば、本事故当時の状況は、次のとおりであった。 

 (1) 船長Ｂは、投縄終了時に周囲に他船を見掛けなかったので、

漂泊中、左舷方を向いた姿勢を継続していた。 

 (2) Ｂ船は、本事故当時、船首甲板上の黄色灯及び左舷船尾部ブ

ルワークに立て掛けられたはえ
．．

縄漁用のブイの灯火を点灯させ

ていた。 

 (3) Ｂ船のＡＩＳは、ＡＩＳ搭載船がＢ船の３Ｍ以内に接近する

と、プロッター画面上に警告表示されるとともに、警告音が鳴

る設定であった。 

分析  Ａ船は、座間味島北方沖において、船首を南方に向けて北方に向

かって流されながら漂泊中、船長Ａが、南方のみを見続け、周囲の見

張りを適切に行っていなかったことから、北方で漂泊するＢ船に気付

かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、周辺に密漁船はいないと思っていたこと及び密漁船が現

れるとすれば陸岸付近であろうと思っていたことから、座間味島のあ

る南方のみを見続けていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、座間味島北方沖において、北方に向かって流されながら漂

泊中、船長Ｂが、左舷方を向いた姿勢を継続し、周囲の見張りを適切

に行っていなかったことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

 船長Ｂは、投縄終了時に周囲に他船を見掛けなかったことから、左

舷方を向いた姿勢を継続していたものと考えられる。 



 Ｂ船は、法定灯火である白色全周灯及び舷灯（又は両色灯）を表示

していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、座間味島北方沖において、Ａ船及びＢ船が共に北

方に流されながら漂泊中、船長Ａが、南方のみを見続け、周囲の見張

りを適切に行っていなかったため、また、船長Ｂが、左舷方を向いた

姿勢を継続し、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、互いに

接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、漂泊中、一つの方向のみに意識を向け続けることなく、

目視のほか、レーダーやＡＩＳ等の航海計器を活用し、常時、周

囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・漁船の船長は、夜間、操業中と航行中においては法定灯火が異な

ることに留意し、状況に応じた灯火を確実に表示すること。 

 


